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　県の環境行政組織は、環境生活部の 5課 4 室、
保健環境センター、各保健福祉事務所（保健所）

及び各地方振興事務所等で構成されています。

第 4 部　環境行政の推進体制 

第1章　県の環境行政組織�

˛ਤ�����　ߦڥ組৫ਤʢڥੜ׆部ʣ　˞ྩ��݄��現ࡏ

˝ද�����　県のอ݈ࣄࢱॴʢอ݈ॴʣのॴࡏٴͼॴ۠Ҭ
໊ؔػ ॴࡏ ॴ۠Ҭ 部ॺؔߦڥ ༰ۀ

ઋೆอ݈ࣄࢱॴ�
ʢઋೆอ݈ॴʣ

����ೆ�2ࣈொݪେՏ܊ాࣲ
ʢٶ県େՏݪ߹ಉிࣷʣ

നੴࢢɺ֯ ɺଂԦொɺࣣࢢా ϲ॓ொɺେՏݪொɺ
ଜాொɺࣲ ాொɺ࡚ொɺؙ ொ

�　Ӵੜ部ڥ
൝غഇڥ

غɺഇެڥ
ɺࣗ ಈंϦα
ΠΫϧɺϑϩϯ
ྨɺڭڥ�ҭ
Ϧʔμʔ੍ɺ
1353੍に
ؔ͢Δ͜ͱ

ઋอ݈ࣄࢱॴ�
ʢԘ佂อ݈ॴʣ Ԙ伽ࢢ࢛ஸ���� Ԙ伽ࢢɺଟլࢢɺ୩ࢢɺদౡொɺࣣ ϲொɺ

རொɺେொɺେڷொɺେߧଜ

ઋอ݈ࣄࢱॴؠপࢧॴ�
ʢԘ佂อ݈ॴؠপࢧॴʣ ����ஸࡾதԝࢢপؠ ໊取ࢢɺؠপࢢɺཧொɺݩࢁொ

部อ݈ࣄࢱॴ�
ʢେ࡚อ݈ॴʣ

େ࡚ݹࢢѴ࢛ஸ����
ʢٶ県େ࡚߹ಉிࣷʣ େ࡚ࢢɺࢢݪ܀ɺ৭ຑொɺՃඒொɺ༚୩ொɺඒཬொ

౦部อ݈ࣄࢱॴ�
ʢੴרอ݈ॴʣ

ੴ͋ࢢרΏΈޒஸ��
ʢٶ県ੴר߹ಉிࣷʣ ੴࢢרɺొ ถࢢɺ౦দౡࢢɺঁ ொ

�ॴࣄࢱઋপอ݈ؾ
ʢؾઋপอ݈ॴʣ ���ஸࡾ౦৽ࢢઋপؾ ɺೆࢢઋপؾ ொࡾ
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˝ද����2　県のํৼࣄڵॴのॴࡏٴͼॴ۠Ҭ

˝ද��2��　ٶ県ڥ৹ٞ会։࠵ঢ়گ

໊ؔػ ॴࡏ ॴ۠Ҭ 部ॺؔߦڥ ༰ۀ

େՏݪํৼࣄڵॴ ����ೆ�2ࣈொݪେՏ܊ాࣲ
ʢٶ県େՏݪ߹ಉிࣷʣ

നੴࢢɺ֯ ɺଂԦொɺࣣࢢా ϲ॓ொɺେՏݪொɺ
ଜాொɺࣲ ాொɺ࡚ொɺؙ ொ

部ڵৼۀྛ

ɺࡦରڵৼۀྛ
ज़のվྑීٕۀྛ
ըɺ県༗ܭɺྛٴ
ྛɺྛอޢɺྛ ۀ
ۚ༥

ྛ։ൃɺอ҆ྛɺ
ࣗવެԂɺௗ्อ
ɺङྌొɺԽޢ


ɺྛࢁ࣏ ಓɺ;Δ͞
ͱのಓ

ઋํৼࣄڵॴ
ઋࢢ੨༿۠అ௨Ӎٶொ
�����
ʢٶ県ઋ߹ಉிࣷʣ

Ԙ伽ࢢɺ໊ 取ࢢɺؠপࢢɺଟլࢢɺ୩ࢢɺ
ཧொɺݩࢁொɺদౡொɺࣣ ϲொɺརொɺ
େொɺେڷொɺେߧଜ

部ํৼࣄڵॴ େ࡚ݹࢢѴ࢛ஸ����
ʢٶ県େ࡚߹ಉிࣷʣ େ࡚ࢢɺ৭ຑொɺՃඒொɺ༚୩ொɺඒཬொ

部ํৼࣄڵॴݪ܀Ҭ
ॴࣄ

����ஙؗ౻ࢢݪ܀
ʢٶ県ݪ܀߹ಉிࣷʣ ࢢݪ܀

౦部ํৼࣄڵॴొถҬ
�ॴࣄ

ొถࢢഭொࠤপࣈࠤপ
������
ʢٶ県ొถ߹ಉிࣷʣ

ొถࢢ

౦部ํৼࣄڵॴ ੴ͋ࢢרΏΈޒஸ��
ʢٶ県ੴר߹ಉிࣷʣ ੴࢢרɺ౦দౡࢢɺঁ ொ

ॴࣄڵઋপํৼؾ �����ਿϊؠࢢઋপؾ
ʢٶ県ؾઋপ߹ಉிࣷʣ ɺೆࢢઋপؾ ொࡾ

⑴　宮城県環境審議会� 環境政策課
　宮城県環境審議会は、環境基本法第 43 条及び
「環境審議会条例」（平成 6年宮城県条例第 13 号）
に基づき、公害対策審議会に替えて平成 6年 8月
に設置され、本県の区域における環境の保全に係
る基本的事項を調査審議しています。�

⑵　宮城県自然環境保全審議会
� 自然保護課
　宮城県自然環境保全審議会は、「自然環境保全
法」（昭和 47 年法律第 85 号）第 51 条及び「自然

　令和 3年度末現在の委員は、学識経験者 21 人
及び国の行政機関の職員 4人の計 25 人で構成さ
れています。また、専門的事項を調査するための
委員は、水質専門委員9人、地盤沈下専門委員6人、
です。

環境保全審議会条例」（昭和 47 年宮城県条例第
26 号）に基づき、昭和 47 年 10 月に設置されま
した。審議事項は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正
化に関する法律」（平成 14 年法律第 88 号）及び「温

第2章　審議会等の状況�

۠　　　 ։࠵݄ ৹　　ٞ　　　　༰

৹ٞ会ڥ

ྩ���݄��

ɾ　会のબग़に͍ͭͯ
ɾ　৽たなٿԹஆԽରࡦɾ࠶Τωؔ࿈ܭըに͍ͭ ʢͯࢾʣʢ৹߲ٞࣄʣ
ɾ　佂μϜஷਫބপਫ࣭อશܭըʢ第ظ�ʣに͍ͭ ʢͯࢾʣʢ৹߲ٞࣄʣ
ɾ　ਫੜੜのอશにΔجڥ४のྨࢦܕఆに͍ͭ ʢͯࢾʣʢ৹߲ٞࣄʣ
ɾ　্ྲྀҬٴͼ໊取ྲྀҬਫಓਫݯಛఆอશҬࢦఆに͍ͭ ʢͯࢾʣʢ৹߲ٞࣄʣ
ɾ　ଜాொの۠ۀ࢈ഇغ࠷ऴॲରࡦの֓ཁに͍ͭ ʢͯใ߲ࣄࠂʣ

ྩ��݄2�

ɾ　৽たなٿԹஆԽରࡦɾ࠶Τωؔ࿈ܭըのߏʢҊʣに͍ͭ ʢͯ৹߲ٞࣄʣ
ɾ　ྩ�ެڞ༻ਫҬٴͼԼਫのਫ࣭のଌఆにؔ͢Δܭըに͍ͭ ʢͯࢾʣʢ৹߲ٞࣄʣ
ɾ　�ೆ ఆにͭࢦܕ४のྨجڥΔਫ࣭ྲྀҬに͓けΔਫੜੜのอશに۾ͼѨٴҬྲྀ؛ւࡾ
͍ ʢͯਃʣʢ৹߲ٞࣄʣ

ɾ　ڥӨڹධՁྫのҰ部վਖ਼に͍ͭ ʢͯࢾʣʢ৹߲ٞࣄʣ
ɾ　ʮʢԾশʣଠཅޫൃిࢪઃのઃஔにؔ͢Δྫʯの੍ఆに͍ͭ ʢͯใ߲ࣄࠂʣ
ɾ　ٶ県جڥຊܭըのਐḿঢ়گに͍ͭ ʢͯใ߲ࣄࠂʣ

ྩ��݄2�

ɾ　ྩ�ެڞ༻ਫҬٴͼԼਫのਫ࣭のଌఆにؔ͢Δܭըに͍ͭ ʢͯਃʣʢ৹߲ٞࣄʣ
ɾ　ڥӨڹධՁྫのҰ部վਖ਼ʢதؒҊʣに͍ͭ ʢͯ৹߲ٞࣄʣ
ɾ　ೆࡾւྲྀ؛Ҭਫ॥ܭըٴͼѨ۾ྲྀҬਫ॥ܭըに͍ͭ ʢͯใ߲ࣄࠂʣ
ɾ　ʮʢԾশʣଠཅޫൃిࢪઃのઃஔにؔ͢Δ ʢྫૉҊʣʯに͍ͭ ʢͯใ߲ࣄࠂʣ
ɾ　์ࣹઢɾ์ ࣹੑ࣭のϞχλϦϯάঢ়گに͍ͭ ʢͯใ߲ࣄࠂʣ
ɾ　ྩ��݄��ౡԭにΑΔ県ࡂഇغのঢ়گに͍ͭ ʢͯใఏڙʣ

ਫ࣭ઐҕһ会ٞ

ྩ��2݄� ɾ　�ೆ ఆにͭࢦܕ४のྨجڥΔਫ࣭ྲྀҬに͓けΔਫੜੜのอશに۾ͼѨٴҬྲྀ؛ւࡾ
͍ͯ

ྩ��݄�2 ɾ　佂μϜஷਫބপਫ࣭อશܭըʢ第ظ�ʣに͍ͭͯ

ྩ�2݄�� ɾ　ྩ�ެڞ༻ਫҬٴͼԼਫのਫ࣭のଌఆにؔ͢Δܭըに͍ͭͯ
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県における「再生可能エネルギー等の導入促進及
び省エネルギーの促進に関する基本的な計画」並
びにその他重要事項を調査審議しています。令和
3年度末現在の委員は、学識経験者 6人、団体関
係者 9人、行政機関の職員 2人及び一般公募委員
1人の計 18 人で構成されています。

日に設置され、グリーン購入の促進に関する重要
事項を調査審議しています。令和 3年度末現在の
委員は、学識経験者等 7人で構成されています。

　下部組織として自然環境部会と温泉部会が設置
されています。自然環境部会は 10 人、温泉部会
は 9人で構成されており、会長が審議会委員及び
専門委員のうちから部会に属する者を指名してい
ます。各部会の審議事項は、自然環境保全審議会
条例に基づき、その権限に属する事項について調
査審議を行っています。

⑹　宮城県環境影響評価技術審査会
� 環境対策課
　宮城県環境影響評価技術審査会は、「環境影響
評価条例」（平成 10 年宮城県条例第 9 号）第 47
条に基づき、平成 11 年 1 月に設置され、環境影
響評価その他の手続等に関する技術的な事項を調
査審議しています。
　令和 3年度末現在の委員は、学識経験者 14 人
で構成されています。

⑶　�宮城県再生可能エネルギー等・省エネ
ルギー促進審議会

� 再生可能エネルギー室
　宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促
進審議会は、宮城県再生可能エネルギー等・省エ
ネルギー促進条例第 17 条に基づき、平成 14 年
10 月 1 日に設置され、同条例第 9条に定める本

⑷　宮城県グリーン購入促進委員会
� 環境政策課
　宮城県グリーン購入促進委員会は、グリーン購
入促進条例第 20 条に基づき、平成 18 年 6 月 12

泉法」（昭和 23 年法律第 125 号）の規定に基づく
権限に属する事項のほか、自然環境に関する重要
事項を調査審議しています。
　令和 3年度末現在の委員は、学識経験者等 23
人で構成されています。
　また、専門的事項を調査審議するため、専門委
員 7人が置かれています。

⑸　宮城県公害審査会� 環境対策課
　宮城県公害審査会は、公害紛争処理法第 13 条
及び公害紛争処理条例第 2条に基づき、昭和 46
年 4 月に設置され、公害（典型 7公害）に係る紛
争について、あっせん、調停及び仲裁を行う機関
です。
　令和 3年度末現在の委員は、弁護士及び学識経
験者等の 12 人で構成されています。�

˝ද��2�2　ٶ県ࣗવڥอશ৹ٞ会։࠵ঢ়گ

˝ද��2��　ٶ県࠶ੜ可能ΤωϧΪʔɾলΤωϧΪʔଅਐ৹ٞ会։࠵ঢ়گ

۠　　　 ։࠵݄ ৹　　ٞ　　　　༰

ࣗવڥอશ৹ٞ会 ྩ��2݄2�
ɾ　第ٶ࣍��県ௗ्อޢཧܭۀࣄըのࡦఆに͍ͭͯ�
ɾ　ظ࣍�第ೋछٶ県ಛఆௗ्ཧܭըのࡦఆに͍ͭͯ�
ᶃχϗϯδΧɺᶄΠϊγγɺᶅπΩϊϫάϚɺᶆχϗϯβϧ

ɾ　ࣗવڥอશ৹ٞ会Թઘ部会のॲঢ়گに͍ͭͯ

ࣗવڥ部会 ։࠵な͠

Թ��ઘ��部��会
ྩ��݄�� ɾ　ಈྗஔにؔ͢Δ৹ٞ�݅

ྩ�2݄� ɾ　۷にؔ͢Δ৹ٞ�݅ɺಈྗஔにؔ͢Δ৹ٞ2݅

۠　　　 ։࠵݄ ৹　　ٞ　　　　༰

ੜ可能ΤωϧΪʔɾ࠶
লΤωϧΪʔଅਐ৹ٞ会

ྩ��2݄2�
ɾ　ʮ࠶ੜ可能ΤωϧΪʔɾলΤωϧΪʔܭըʯのݟ͠に͍ͭͯ
ɾ　ʮ࠶ੜ可能ΤωϧΪʔɾলΤωϧΪʔܭըʯのதؒݕに͍ͭͯ
ɾ　ʮʢԾশʣଠཅޫൃిࢪઃのઃஔにؔ͢Δྫʯの੍ఆに͍ͭͯ

ྩ�2݄�� ɾ　ʮ࠶ੜ可能ΤωϧΪʔɾলΤωϧΪʔܭըʯのݟ͠に͍ͭͯ
ɾ　ʮʢԾশʣଠཅޫൃిࢪઃのઃஔにؔ͢ΔྫʯのૉҊに͍ͭͯ
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˝ද��2��　ٶ県ڥӨڹධՁٕज़৹ࠪ会։࠵ঢ়گ
۠　　　 ։࠵݄ ৹　　ٞ　　　　༰

ධՁٕज़৹ࠪ会ڹӨڥ

� ྩ�� �݄��� ɾ　ʢԾশʣٶܗࢁ部ᶘ෩ྗൃిۀࣄ� ධՁํ๏ॻに͍ͭڹӨڥ ʢͯਃʣ�
ɾ　ʢԾশʣ֯෩ྗൃిۀࣄ� ධՁํ๏ॻに͍ͭڹӨڥ ʢͯਃʣ

� ྩ�� �݄���
ɾ　̜�̸̗̾ੴרਢۀࣄిൃߐ� ධՁ४උॻに͍ͭڹӨڥ ʢͯࢾʣ�
ɾ　ʢԾশʣؙ චำ෩ྗൃిۀࣄ� ධՁํ๏ॻに͍ͭڹӨڥ ʢͯਃʣ�
ɾ　ʢԾশʣΟϯυϑΝʔϜീࢁ� ධՁํ๏ॻに͍ͭڹӨڥ ʢͯਃʣ

� ྩ�� �݄�2�
ɾ　ʢԾশʣژϲ෩ྗൃిۀࣄ� ධՁํ๏ॻに͍ͭڹӨڥ ʢͯਃʣ�
ɾ　ʢԾশʣঁ ੴר෩ྗൃిۀࣄ� ධՁํ๏ॻに͍ͭڹӨڥ ʢͯਃʣ�
ɾ　ʢԾশʣٶ部෩ྗൃిۀࣄ� ධՁํ๏ॻに͍ͭڹӨڥ ʢͯਃʣ

� ྩ�� �݄� � ɾ　ʢԾশʣനੴӽՏ෩ྗൃిۀࣄ� ධՁ४උॻに͍ͭڹӨڥ ʢͯࢾʣ�
ɾ　ʢԾশʣ̘ �ۀࣄՃඒொଠཅޫൃిٶ̨ ྀॻに͍ͭڥ֊ըஈܭ ʢͯࢾʣ

� ྩ�� �݄��� ɾ　ʢԾশʣ̘ �ۀࣄՃඒொଠཅޫൃిٶ̨ ྀॻに͍ͭڥ֊ըஈܭ ʢͯਃʣ

� ྩ�� �݄� 2 ɾ　̜�̸̗̾ੴרਢۀࣄిൃߐ� ධՁ४උॻに͍ͭڹӨڥ ʢͯਃʣ

� ྩ����݄��� ɾ　ʢԾশʣനੴӽՏ෩ྗൃిۀࣄ� ධՁ४උॻに͍ͭڹӨڥ ʢͯਃʣ

� ྩ�� 2݄� � ɾ　ʢԾশʣ̘ �ۀࣄՃඒொଠཅޫൃిٶ̨ ධՁํ๏ॻに͍ͭڹӨڥ ʢͯࢾʣ

� ྩ�� �݄�2� ɾ　ʢԾশʣ̘ �ۀࣄՃඒொଠཅޫൃిٶ̨ ධՁํ๏ॻに͍ͭڹӨڥ ʢͯਃʣ

⑴　みやぎ環境税� 環境政策課
　宮城の豊かな環境を守り次の世代へ良好な状態
で引き継いでいくために、県では平成 23 年度か
ら「みやぎ環境税」を導入し、脱炭素社会の構築
に向けた省エネ・再エネ設備の導入促進に関する
取組、森林・生物多様性などの自然環境を守り育
てる取組、また、そうした取組を支える人材の育
成などの環境問題に対応するための施策を「新み
やぎグリーン戦略プラン」（以下、「プラン」とい
う。）として取りまとめ、令和３年度は 51 の事業
に取り組みました（市町村向け事業を除く）。
　プランでは、事業を「脱炭素社会の推進」、「森
林の保全及び機能強化」、「気候変動の影響への適
応」、「生物多様性、自然・海洋環境の保全」及び「地

域循環共生圏形成のための人材の充実」の５つの
視点に区分し、事業者向けの再生可能エネルギー
設備等の導入への助成、適正な森林管理を進める
ための川下対策として県産木材等利用戸建て住宅
への補助、気温や海水温の上昇などによって生じ
る農業・水産業被害を回避・軽減するための試験
研究、鳥獣被害対策専門指導員による有害鳥獣の
捕獲に対する支援、小学校への環境教育出前講座
などの事業を実施しました。
　その結果、地球温暖化の原因の一つとされる二
酸化炭素の削減量は、7 万 4,867t に達しました。
これは、平均的な家庭約 19,182 世帯分の年間二
酸化炭素排出量と同じになります。

第3章　環境行政の推進に係る独自財源
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＜視点1＞

脱炭素社会の推進 　�ԯ ���2 ສԁ
˔�εϚʔτΤωϧΪʔॅීٴଅਐۀࣄ
� Ոఉ༻のଠཅޫൃిγεςϜのಋೖにର͢Δิॿ
˔�Έ͗ೋࢎԽૉഉग़ࢧݮԉۀࣄ
� �লΤωɾ࠶Τωにؔ͢Δઃඋಋೖڀݚ։ൃΛ͏ߦ
にର͢Δิॿऀۀࣄ

＜視点2＞

森林の保全及び機能強化 　�ԯ ���� ສԁ
˔�ԹஆԽؒࢭെਪਐۀࣄ
� ਓྛのؒെྛۀ࡞ಓのඋにର͢Δิॿ
˔�県ࡐ࢈ར༻αεςφϒϧॅීٴଅਐۀࣄ
� �༏ྑΈ͗ࡐの県࢈ࡐΛҰఆҎ্༻͠たݐށ
ͯॅの৽ஙɾϦϑΥʔϜにର͠ɺඅ༻のҰ部
Λิॿ

＜視点3＞

気候変動の影響への適応 　2��� ສԁ
˔�ւਫԹ্ঢにରԠ͠た持続తཆ৩୳ۀࣄࡧ
� �ߴ ਫԹڥにదԠ可能なւなͲの૿ཆ৩ݧࢼの実
ൃܒٴͼϒϧʔΧʔϘϯにؔ͢Δීٴࢪ

˔��ԹஆԽにରԠ͠たߴԹに͍ڧΠωͮ͘Γ։ൃීٴਪ
ਐۀࣄ
� �ՆߴظԹのӨڹにΑΔਫҴのऩྔ࣭ԼΛ͙
たΊɺߴԹొੑに༏Εたछの։ൃɾීٴΛਪਐ

＜視点4＞

生物多様性、自然・海洋環境の保全 　�ԯ��2ສԁ
˔�ੜௗ्దਖ਼อޢཧۀࣄ
� �χϗϯδΧɾΠϊγγのݸମௐΛతͱ͠た༗
ͼɺั֫ѹ向্に向けたϋϯλʔཆٴௗ्ั֫
࠵Λ։࠲ߨ

˔�࣪ ڥอશɾརۀࣄ༺׆
� �ҏ౾পɾপに͓けΔΧϥεΨΠΛத৺ͱ͠たࡏདྷ
ੜのੜଉ֬อରࡦɺΦΦΫνόεなͲの֎དྷੜ
のۦআٴͼʮϫΠζϢʔεʯのਪਐ

＜視点5＞

地域循環共生圏形成のための人材の充実 　���2ສԁ
ۀࣄҭਪਐڭڥಐɾੜెのたΊのࣇ��˔
� �/10ͱڠಇ͠な͕Βɺࣇಐɾੜె͕ڥにྀ͠
たߦಈΛओମతに実ફͰ͖ΔΑ͏ڭڥҭΛ実ࢪ

˔��ϧϧϒϧɾΤίνϟϨϯδۀࣄ
� �༮ࣇʙখֶߍֶΛରにɺجຊతੜ׆श׳のఆ
ணͱΤί׆ಈʢؒのిྗෆ༻ʣΛਪਐ

1��産業廃棄物の発生の抑制、減量化、再生利用に関す
る事業

事業者支援 　2ԯ���� ສԁ
ۀࣄݣίʔσΟωʔλʔۀ࢈ڥ�˔
� の�3の՝ղܾغのഇۀاผݸ
˔�Έ͗ۀ࢈ഇغ�3ਪਐۀࣄ
� ��3Λਪਐ͢ΔたΊのઃඋثػΛඋ͢ΔۀࣄΛࢧ
ԉ
試験研究 　2��� ສԁ

˔�ϝλϯൃ߬ফԽӷの࡞ར༻のݕ౼

普及啓発・環境学習 　���� ສԁ
ۀࣄ県άϦʔϯௐୡϞσϧٶ�˔
� �άϦʔϯΛࢦఆͯ͠ࣄΛ͠ࢪɺάϦʔϯ
のར༻Λ 13

˔�॥ܕ社会にݙߩͰ͖Δۀ࢈ਓࡐҭۀࣄ
� ར༻ଅ࠶ࡐߏஙのݐに͓けΔղମߍߴۀ�
ਐのたΊのૅجతڀݚ

2�産業廃棄物の適正な処理の促進に関する事業
　1億 2,731 万円

ۀࣄԽڧࢹغෆ๏غഇۀ࢈�˔
� Խ͢Δͱͱにɺڧମ੍ΛࢹΧϝϥΛઃஔͯ͠ࢹ�
ϔϦίϓλʔにΑΔ্ۭ͔Βの׆ࢹಈ

ۀࣄಋһઃஔࢦࢹదਖ਼ॲཧغഇۀ࢈�˔
� ମ੍Λඋࢹഇ̜ϝϯΛஔ͠ɺ࢈

することが大変重要になっています。
　循環型社会の形成を目指し、「廃棄」から「循
環」へと経済的に誘導していくため、平成 17 年
度に施行した産業廃棄物税条例に基づき、産業廃
棄物の最終処分場への搬入重量に応じた課税を行
い、これを財源として、産業廃棄物の発生抑制や
リサイクル促進、適正処理を推進するための各種
事業を実施しました。

ʢྩ�ʢֹۚگঢ়ࢪの実ۀࣄたओな͠༺׆੫Λڥ�˛
੫ॆֹʣʣ

ʢྩ�گঢ়ࢪの実ۀࣄたओな͠༺׆੫Λغഇۀ࢈�˛
ʢֹۚ੫ॆֹʣʣ

⑵　産業廃棄物税　� 循環型社会推進課
　本県の令和２年度の産業廃棄物の排出量は
10,248 千 t であり、県内で排出される廃棄物全体
の 90% 以上を占めていることから、循環型社会
の形成を進めていく上で産業廃棄物の 3Rを推進


